
お問い合わせ先 立川市行政管理部品質管理課 042-523-2111 内線2449

立川市公契約条例 検索
詳しくはホームページへ

この現場で働く皆さまへ
この工事には立川市公契約条例により労働報酬の
最低額が定められています。下記の金額は１人工を
８時間で割ったものです。

あなたの賃金を
ご確認ください


